
様に対するサービスの提供開始にあたり、東京都条例及び北区介護予防・

日常生活支援総合事業実施要綱の規定に基づき、当事業所が説明すべき重要事項は次の通りです。
１　当法人の概要

　社会福祉法人　新栄会　（社会福祉事業）

　理事長　新開　一司

　東京都新宿区百人町３丁目２１番１４号 

  昭和５年　５月２１日

　０３-３３６０-４０８２

２　事業所の概要
　滝野川ホームヘルプサービス

　東京都北区滝野川２丁目３２番１２号（滝野川病院1階）

　０３-５９０７-２２３２

訪問介護・介護予防訪問介護・北区介護予防・日常生活支援総合事業

　月曜日から土曜日（但し､祝日､12月29日から1月3日までを除く)

　午前９時から午後５時

　日曜日から土曜日　　午前８時から午後８時

４　事業の目的と運営の方針

とができるよう、居宅サービス、介護予防サービスまたは北区介護予防・日常生活総合事業による訪

問型サービスを提供することを目的とします。

　①事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、介護保険法及び関係法令その他の諸規程

並びにこの契約の定めに基づき、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態とな

る事の予防の為、身体介護、生活援助またはその他の生活全般に渡る援助を行います。

　②事業運営にあたって、関係区市町村、地域の保健、医療、福祉サービスと綿密な連携を保ち総合的な

サービスの提供に努めます。

５　サービス内容

 　 訪問介護、介護予防訪問介護又は介護予防・日常生活支援総合事業による訪問型サービスは、訪問

介護員等が利用者のお宅を訪問し、入浴、排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃除等の家事など

の日常生活上の世話を行うサービスです。

具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。
利用者の身体に直接接触して行う介助、日常生活を営むのに必要な機能を

高めるための介助や専門的な援助及び自立生活支援のための見守り的援助。

例）起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、清拭、

入浴介助、体位変換、服薬介助、通院・外出介助、利用者と一緒に行う調理等

家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。

例）調理、洗濯、掃除、買物、薬の受取り、衣服の整理等

　★介護の相談にも応じます。

⑴事業の目的

　要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ可能な限り居宅において自立した日常

生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに安心して日常生活を過ごすこ

⑵運営の方針

①身体介護

②生活援助

6名

北区生活援助員 北区研修終了 ０名 ０名

事　務 ０名 ０名

サービス提供責任者 介護福祉士 4名 ０名

訪問介護員等
介護福祉士 ０名 ２名

介護職員初任者研修 ０名

資　格 常　勤 非常勤

管理者 介護福祉士 １名

サービスの種類

営 業 日

営業時間

サービス提供日及び時間

３　職員体制
職　種

管理者 　川﨑　亜衣

事業所番号 　１３７１７０１６６３(指定年月日　平成１４年２月１日）

サービス提供地域 　東京都北区、豊島区、板橋区

所 在 地

設立年月日

電話番号

事業所名

所 在 地

電話番号

指定訪問介護等　重要事項説明書

名称・法人種別

代表者役職・氏名



（1）サービスの利用について

　サービスの利用開始は、介護支援専門員よりサービス利用申込書が届き次第、当事業所サービス提

供責任者がご連絡の上お伺いいたします。サービス提供に関する事前調査にて、訪問介護契約を結

んだ後、サービスを開始いたします。

（2）契約の終了

①　利用者のご都合でサービスを終了する場合

　サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出下さい。

②　当事業所の都合でサービスを終了する場合

　人員不足等のやむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございま

す。その場合は、終了１か月前までに文書で通知いたします。

③　以下の場合は、双方の文書がなくても自動的にサービスを終了いたします。

・利用者が介護保険施設等に入所した場合

・利用者が亡くなられた場合

④　その他

 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族

等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は当事業所が破産した場合、利用者は文書

で解約を通知することによってすぐにサービスを終了する事ができます。

 利用者が、サービス料金の支払いを１か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわら

ず１５日以内に支払わない場合、又は利用者やご家族の背信行為があった場合は、文書で通知す

ることによりすぐにサービスを終了させていただく場合があります。

６　秘密保持（個人情報保護）

（1）事業者及びサービス従業者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族の個人情報

　　を正当な理由なく事業者以外の第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

（2）事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者の個人

　　情報を用いません。

（3）事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該

　　家族の個人情報を用いません。

７　事故発生時の対応

（1）利用者に事故が発生した場合には、直ちに管理者に報告し、速やかに利用者の家族、担当の介護

支援専門員（又は地域包括支援センター(高齢者あんしんセンター）、保険者（区市町村)等に連絡

を行うとともに、適切な措置を講じます。
（2）事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、完結の日から２年間保存します。

（3）利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

8　虐待防止

　虐待は、高齢者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼすため、事業所は虐待防止のために

必要な措置を講じます。

・虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について事業所内で周知徹底

・虐待防止の為の指針の整備

・虐待防止の為の研修会を定期的に実施

・虐待防止責任者の設置

■虐待防止担当者　訪問介護　管理者　　　川﨑　亜衣

■虐待防止責任者　社会福祉法人新栄会　虐待防止委員会委員長

9　業務継続計画

　感染症や非常災害の発生でもご利用者への居宅介護を継続的に実施するためと、非常時の体制で

早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

・従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

・定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う



10　衛生管理

⑴訪問介護職員等の清潔の保持及び健康状態について、定期健康診断等の必要な管理を行うと共に、

事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとします。

⑵事業所は感染症の発生と、まん延を防止するために必要な措置を講じます。

・感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヵ月に

一回以上開催し、その結果について事業所内で周知徹底

・感染症及びまん延の防止のための指針の整備

・感染症及びまん延の防止の為の研修会及び訓練を定期的に実施

11　ハラスメント

　事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動

又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

訪問介護職員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を

講じるものとします。

　ハラスメントは、介護サービスの提供を困難にし、関わった訪問介護員の心身に悪影響を与えます。

下記のような行為があった場合、状況によっては重要事項説明書に基づき介護サービスの提供を停止

させて頂く場合があります。

・性的な話をする、必要もなく手を触る等のセクシャルハラスメント行為

・特定のヘルパーに嫌がらせをする、理不尽なサービスを要求する等の精神的暴力

・叩く、つねる、払いのける等の身体的暴力

・長時間の電話、ヘルパーや事業所に対して理不尽な苦情を申し立てる等の、その他行為

12　料金

⑴事業者が提供する訪問介護・介護予防訪問介護に対する料金規定は、【重要事項説明書別紙】

のとおりです。

①事業者は翌月１５日までに前月分の請求をいたします。
②利用者は当月の料金の合計額を翌月月末までに口座振替または現金で支払います。ただし、

銀行振り込みの方法を選択された場合にあっては振込手数料は利用者負担とします。　

③事業者は、利用者から料金の支払いを受けた時は、利用者に対し領収書を発行いたします。

（口座振替の場合は、翌月の請求書と共にお渡しいたします。）

④利用者は居宅においてサービス従業者がサービス実施の為に必要となる水道、ガス、電気、

電話等の費用を負担します。

⑤利用者は事業者が定める通常の事業の実施地域外で訪問サービスを受けた場合は交通費として

実費を支払うことがあります。

⑥法改正等によるご利用料金の変更につきましては、都度、責任者によるご説明と別紙料金表の

差し替えをさせていただきます。
⑵サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了承下さい。
・医療行為及び医療補助行為

・各種支払いや年金などの管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い

・家族の方に対する生活支援など

⑶訪問介護員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。

⑷体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の

介護支援専門員（又は地域包括支援センター(高齢者あんしんセンター）又は当事業所の担当者へご連絡下さい。

13　事故発生時の対応

（1）利用者に事故が発生した場合には、直ちに管理者に報告し、速やかに利用者の家族、担当の

介護支援専門員（又は地域包括支援センター(高齢者あんしんセンター）、保険者（区市町村)等に連絡を

行うとともに、適切な措置を講じます。
（2）事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、完結の日から２年間保存します。

（3）利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

14　相談、要望、苦情等の窓口

⑴訪問介護に関する相談、要望、苦情等は、下記窓口までお申し出ください。

担当者　　　所長　　川﨑　亜衣

電話番号　０３-５９０７-２２３２



受付時間　 月～金曜日　午前９時から午後５時まで

⑵当事業所以外に区市町村の相談、苦情窓口等に伝えることができます。
北区健康福祉部　介護保険課給付調整係　
電話番号　０３-３９０８-１２８６　
　　　　　　(月～金　　８:３０～１７:１５）

北区健康福祉部　介護予防・日常生活支援担当課
電話番号　０３-３９０８-９０１７　

(月～金　　８:３０～１７:１５）

豊島区保険福祉部　介護保険課　相談グループ
電話番号　０３－３９８１－１３１８

板橋区役所　健康生きがい部　介護保険課
電話番号　０３－３５７９－２３５７

東京都国民健康保険団体連合会
電話番号　０３-６２３８-０１７７　（直通）

(土・日・祝日を除く）　　午前９時から午後５時まで

15　緊急時の対応方法
　サービスの提供中に利用者の体調や容態の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに

下記の主治医及び家族へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。

　当事業所は、訪問介護の提供にあたり、重要事項説明書についての説明を行いました。

　　　令和　　　年　　　月　　　日

　滝野川ホームヘルプサービス

　東京都北区滝野川２丁目３２番１２号（滝野川病院1階）

所　長 　　川﨑　亜衣 ㊞

　　（事業所番号　１３７１７０１６６３）

説明者

　私は、滝野川ホームヘルプサービスから重要事項についての説明を受けました。

契約締結日　令和　　　　　年　　　月　　　日

利用者 住所

　　　　（または代理人）

　　　利用者は、身体状況等により署名が出来ないため、利用者本人の意思を確認のうえ、

　　　私が代わって、その署名を代筆いたします。
　　　また、この文書が重要事項説明書の別紙(一部)になることについても同意いたします。

　署名代筆者 住所

管理者

氏名

氏名

（　　　）

住　所

電話番号・携帯電話番号

事業者

所在地

主 治 医

医療機関名

主治医氏名

住　所

電話番号

緊急時の
連絡先

氏　名（続柄）


